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1―はじめに

　このほど、平成27年度の与党税制改正

大綱が示された。この中には、昨年5月以

降、社会保障審議会企業年金部会で議論

され、一定の方向性が得られた確定拠出

年金の見直しに伴うものが含まれている。

以下では、企業年金等に関する議論の背景

を概観した後、現時点で方向性が固まって

いる確定拠出年金の見直し案を確認する。

2―企業年金等に関する議論の背景

　老後の所得保障のベースとなるのは公

的年金である。しかし、公的年金はマクロ

経済スライドと呼ばれる仕組みにより、給

付水準の調整が避けられない状況となっ

ている。こうした中、私的年金の重要性が

高まっている。

　しかし、公的年金を補完すべき私的年

金についても課題は多い。確定給付企業

年金（以下、DB）は、2011年度をピークに

加入者数や実施件数は減少している。厚

生年金基金も見直し法の施行により、解

散が進むことが予想される。確定拠出年

金（以下、DC）は加入者数や資産残高こそ

順調に増えているものの、十分な給付水

準を確保できる状況には至っていない。

また、働き方やライフコースが多様化する

なかで、企業年金に加入できず、企業年金

でカバーされない人の老後の所得保障に

ついての検討も急務となっている。

　現在の私的年金の柱であるDBとDCが

導入されてから10年強が経過し、企業年

金を取り巻く状況は大きく変化している。

環境変化を踏まえつつ、国民一人ひとりの

老後の所得確保策のあり方を再検討する

時機にきていることが、企業年金等に関

する広範な議論の背景にある。

3―確定拠出年金の見直しの方向性

1｜小規模事業主掛金納付制度の創設
　企業年金を導入する企業はこの10年で

大きく減少した。厚生労働省が常用労働

者30人以上の民間企業を対象に実施して

いる「就労条件総合調査」によると、2003

年の調査で全企業の46.4%であった企

業年金の導入割合は、2013年の調査では

25.8%まで低下している。なかでも従業

員数が少ない企業の減少が顕著であり、こ

の結果、従業員数が1,000人以上の企業

では全体の72.1%で企業年金が導入され

るのに対し、100～299人では36.1%、99

人以下では18.6%に留まっている［図表1］。

　こうした現状に対応し、中小企業に勤め

る従業員の老後の所得確保策を拡充する

ことを目的に、創設が検討されているの

が、個人型DCへの小規模事業主掛金納

付制度だ。従業員数100人以下の企業を

対象とした制度で、従業員の掛金を給与

天引きし、それに事業主からの掛金を上

乗せして、個人型DCの運営主体である国

民年金基金連合会へ掛金を納付する制度

である。企業にとっては、様々な手続きや

投資教育などに手間をかけずに、従業員

の退職後の所得に寄与できるメリットが

あり、中小企業で働く従業員の所得確保

をサポートする機能が期待される。

2｜個人型DCの加入対象者の拡大
　DCには企業型と個人型があるが、加入

できる対象者はそれぞれ明確に定められ

ている。企業型は企業が任意で導入する

制度である。従って、加入者は、企業型DC

を導入する企業の従業員に限られる。一方、

個人型DCは、個人が任意で加入できる制

度であるが、加入できるのは、企業年金を

導入していない企業の会社員と自営業者

に限定されている。つまり、現行の体系で

は、企業年金を導入する企業の会社員や

公務員および被用者の配偶者は加入でき

ない［図表2］。

　個人型DCは、個々人の自助努力をサ

ポートする制度であるが、職種や働き方

によって自助努力の手段に格差が生じる

のは芳しくない。そこで打ち出されたの

が、個人型DCの加入対象者の拡大だ。民

間会社員や公務員を含む全ての国民が加

入できるように改める方向である。ただし

マッチング拠出を行う者は対象外とされ
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た。マッチング拠出とは、企業型DCを導

入する企業に勤める人が、企業の拠出に

上乗せして拠出する自助努力を支援する

仕組みであり、個人型DCと機能が重複す

るためである。

3｜DCのポータビリティの拡充
　近年、転職・離職経験者数は男女ともに

増加傾向にある。総務省の「就労構造基

本調査」によると、平成14年時点で男女

それぞれ51.1%、56.9%であった転職・

離職経験者の人口に占める割合は、平成

24年時点では55.5%、64.1%へと上昇

している。また、平均的な勤続年数も、男

女ともに10年前に比べ短期化傾向にある

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、

総務省「労働力調査」）。こうした中、転職

しても将来年金で支給を受けられる仕組

みを整備することの重要性は、従来にも

増して高まっている。

　こうした就労形態の変化に対しては、現

在でも、制度間のポータビリティと呼ばれ

る仕組みがある。転職前後の制度間で年

金資産の移換を可能にし、将来年金とし

て支給を受けられる可能性を確保するた

めの仕組み*である。しかし、離転職のあ

らゆるケースに対応していないのが現状

だ［図表3］。移換前の制度がDBの場合

には、他の制度へ年金資産を移換するこ

とができる。しかし、移換前の制度が企業

型・個人型DCの場合には、DCへの移換

しか認められていない。DBのみしか導入

していない企業に転職する場合には、年

金資産を移換できないばかりか、転職先

の制度で将来年金として支給を受けられ

なくなる可能性が高まるのだ。

　増大傾向にあるDCの障害を取除くこと

は、就労形態の多様化に対応する上でも

欠かせない。DCからDBへと年金資産の

持ち運びが可能となるように、制度間の

ポータビリティを拡充するとの方向性は、

こうした事情が考慮されている。

4―望まれる積極的なDCの活用

　DCの加入者数・残高は年々増加傾向に

ある一方で、個々人がDCに加入している

ことへの意識や関心は必ずしも高くない
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という調査結果もある。それが原因かどう

かは定かではないが、DC全体の残高のお

よそ6割が預貯金や保険などの元本確保

型商品で運用されているというのが実態

である。株価が長らく低迷してきた中、元

本確保型商品での運用は、最良の運用結

果をもたらしたかもしれない。しかし将来

的に、こうした運用を継続することがベス

トとは限らない。運用リスクを無視した

投資は避けなければならないが、拠出・運

用・給付のそれぞれの段階で税制上の優

遇措置があり、老後の生活資金を蓄える

上で有効な制度であるDCは、もっと活用

されるべきだろう。

　今回、打ち出されたDCの見直し案が実

現されれば、DCは今よりも使い勝手のよ

いものになる。詳細は今後の動向を注視

していく必要があるが、これを契機に個々

人がDCへの関心を高め、効果的に活用す

ることが望まれる。

*DBでは、制度への加入期間が年金で受給するため
の要件とされる場合がある。制度間のポータビリティ
は、資産の移換だけでなく、移換前後の制度におけ
る加入期間の通算も可能とし、年金で受給できる可能
性を保持する仕組みである。
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